
ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議 次第 

 

 

日時 令和５年５月２６日（金）１３：００～ 

場所  福岡県吉塚合同庁舎７階 特６会議室  

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

（１）「ＮＰＯ・ボランティアセンター」の見直しについて     【資料１】 

（２）令和４年度県事業の概要について             【資料２】 

（３）協働支援対象拡大に伴う事業の見直しについて       【資料３】 

   ・令和５年度の県事業について 

   ・今後の協働促進に向けた取組について 

 

 

３ 閉会 

 

                                        

 

【配付資料】 

 資料１  「ＮＰＯ・ボランティアセンター」の見直しについて 

資料２  令和４年度県事業の概要 

 資料３  協働支援対象拡大に伴う事業の見直しについて 

 

【付属資料】 

・ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議 出席者名簿 

・ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議 座席表 

・ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議設置要綱 

・ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議の公開又は非公開に 

関する規程 

  ・令和４年度ふくおか共助社会づくり表彰パンフレット 

・令和４年度福岡県共助社会づくり基金ニュース 



 

 

 

「ＮＰＯ・ボランティアセンター」の見直しについて 

 

 

１ センターの変遷 

  Ｈ１２ 「県民ボランティア総合センター」設置 

       ボランティアの総合的な活動・情報拠点 

  Ｈ１６ 「福岡県ＮＰＯ・ボランティア支援センター」に変更 

       ＮＰＯへの支援機能を強化・充実 

  Ｈ１８ 「福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンター」に変更 

       ＮＰＯ法人の設立相談、認証、監督 

       ＮＰＯの運営支援、協働推進 

       活動拠点の提供、情報発信 

 

 

２ 見直しの理由 

  複雑化・多様化する社会課題を解決するためには、ＮＰＯに加え、企業や大学など多様

な主体の協働を促進し、共助社会づくりを一層推進する必要があるため 

 

 

３ 見直しの内容 

 

 令和４年度まで 令和５年度から 

名 称 ＮＰＯ・ボランティアセンター コラボステーション福岡 

場 所 吉塚合同庁舎５階 県庁舎１階 

業務内容 

・ＮＰＯ法人の設立相談、運営基盤強化

支援 

・ＮＰＯ法人の設立相談、運営基盤

強化支援 

・ＮＰＯが企業と協働する際の支援 ・ＮＰＯ、企業、行政、大学など 

多様な主体間の協働支援 

・包括提携企業との連携強化 ・ＮＰＯが行政と協働する際の支援 

・会議室、印刷機等貸出 ・（利用減少による廃止） 

共助
社会

NPO

企業行政

大学・

教育機関

地域

コミュニティ

社会福祉

法人
金融機関

等

資料１ 
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１ 協働推進に対する理解の促進 

 ホームページ、メールマガジン等による情報発信 
 福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンターのホームページ運営、メールマガジン※の配信などに

よる情報発信・表彰の実施による優良事例の紹介を実施。 
   ※メールマガジン＠コンテ（毎月 15 日配信） 
   ※ふくおか☆社会貢献企業応援メールマガジン（毎月末配信） 
 
 ふくおか共助社会づくり表彰（知事表彰） 
・ NPO・ボランティアや企業その他団体の公益的活動を促進するとともに、新たな公共の担

い手として期待される NPO 等の社会的な信頼性を高めることを目的として、NPO・ボラン
ティアが、企業、⾏政その他団体と⾏う優れた協働の取組を表彰する。2022 年度（令和４
年度）は 3 件（8 団体）を表彰。 

取組名（内容） 

FUKUOKA おさかなレンジャー〜海底ごみから博多湾を守れ︕〜 
 
博多湾内における「海底ごみ」の水中調査、撮影により「海底ごみ 
の⾒える化」をし、市⺠意識の向上のための広報啓発活動を実施 
（福岡市） 
 
 

不登校児童⽣徒に対する訪問型⽀援事業 
 
従来型の相談が来るのを待つ⽀援⽅法では対応が難しい不登校児童・ 
生徒及びその家庭を対象に、訪問型の相談⽀援・学習⽀援を実施 
（大野城市） 
 

 

東峰村買い物⽀援プロジェクト「とうほう百貨店」   
 
東峰村における買い物弱者⽀援のため、つづみの⾥農作物直売所の 
⼀角を活⽤し、⾷料品や日⽤品を取り扱う「とうほう百貨店」を開設 
したほか、コミュニケーションの場として、「よりあい喫茶“わ”」 
を運営 
（東峰村） 
 

令和 4 年度表彰式の様⼦ 
 

 
 
 
 
 

 
 

令和４年度県事業の概要 

資料２ 
県事業 1/8 
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 ＮＰＯ・ボランティア、企業、⾏政との協働実践会議 
・ 2010 年（平成 22 年）７月設置。ＮＰＯ等と企業、⾏政などの各主体における協働に向

けた⾃主的な⾏動を推進するための課題を共有。 
・ 2022 年（令和４年）３月に NPO・ボランティアと企業、⾏政との協働実践指針を改訂。 

 
 協働に関する研修の実施  
・ 県職員が、ＮＰＯや協働についての基礎知識を学び、そのメリットや重要性について理

解を深めることを目的に協働研修を実施し、2022 年度（令和４年度）は５１名が参加。 
・ このほか、委託事業や補助事業等におけるＮＰＯの候補団体の紹介、審議会の委員や研修

会の講師候補者の情報提供などを実施。 
 
 市町村における協働⽀援 
・ ＮＰＯ・ボランティアセンター（24 市町が設置）及び市町村職員を対象としたＮＰＯ・ボ

ランティア団体への効果的な⽀援施策の実施のための連絡会を実施（年 3 回）。 
・ 市町センターの運営基盤の整備に資する助⾔やサポートを⾏う相談員を派遣。（2022 年度

（令和４年度）は飯塚市、田川市、宇美町に派遣） 
 連絡会の様⼦ 

 
 
 
 
  

 
 

２ 交流機会の創造 

 ＮＰＯ・企業による元気なふくおか共創事業（ＮＰＯと企業のマッチングの活性化） 

・ ＮＰＯと企業との協働のきっかけとなる出会いの場を創出し、マッチングを推進。 

・ 経済団体との連携による協働の推進 
経済団体の内部委員会と連携し、ＮＰＯとの協働の意義や可能性について発信するセミ
ナーを開催し、関心を持った会員企業に対しＮＰＯとのマッチングを実施。2019 年度
（令和元年度）以降はテーマ（⼦どもの貧困）を設定し開催。 

・ 企業実務者向けオープンセミナー 
企業ＣＳＲ担当者等実務者向けに講演会とＮＰＯから企業に向けた協働企画提案・意⾒
交換会を実施。 
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 NPO と⾏政との協働の推進 

専門的ノウハウや経験を持つＮＰＯと協働し、地域課題の解決に取組む。 

【県とＮＰＯとの協働件数の推移】 
年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R３ 
件数 138 143 149 156 167 179 187 202 207 143 160 

【協働事例】 
・⽂化振興課と特定非営利活動法⼈まるが協働し、「障がい者アートレンタル事業」を実

施。障がいのある⽅が持っている多様な能⼒・才能に触れる機会を県⺠に提供すると
ともに、障がいのある⽅の収入向上、⽂化芸術活動を通じた社会参加を推進。 

 
◆  企業等の包括提携協定に基づく取組推進  

県内における共助社会づくりの実現に向け、地域の⼀層の活性化及び県⺠サービスの向上
に資する事項について、企業の強みを活かしながら幅広い分野で協働する旨の協定を締結し、
その協定を具体化する形で県庁関係部局が具体的な取組を実施(2023 年（令和５年）５月現
在、31 社の企業との包括提携協定済み)。 

【令和４年度の取組例】 
・日本郵便と世界遺産宗像・沖ノ島のフレーム切手を作成、販売 
・第⼀生命と福岡国際マラソン５０日前イベントにおけるランニング教室の開催 
・コンビニ３社と⾷品ロス削減に向けて「てまえどり」啓発⽤ POP を作成・設置 
 

 

３ ⾃⽴に向けたＮＰＯの活動基盤強化 

 センター相談業務、運営業務 
ＮＰＯ法⼈等と協働し、ＮＰＯやボランティア等の資⾦調達、事務手続等、運営に関する
様々な相談に対応。 

※ コロナ禍の中、従来の対面による相談の他、非接触型（電話・メール・オンライン）による
相談を実施。 

 
 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R３年度 R４年度 

センター利⽤者数 7,046 5,848 2,981 2,327 3,669 
    

 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R３年度 R４年度 
認定・特例 NPO 法⼈数 26 31 33 32 31 

 

◆ ＮＰＯ会計・税務相談会 
ＮＰＯ法⼈に企画・運営を委託し、ＮＰＯ法⼈会計に詳しい税理⼠による、会計・税務 
に関する個別相談会を年間 10 回開催。 

◆ ＮＰＯ活動基盤強化事業 
    ＮＰＯ法⼈の事務に対する意識や事務能⼒の向上を図ることを目的としたセミナーを開催

するとともに、認定の取得を目指すなど事務体制整備の⼀段の向上を図る法⼈の個別⽀援
を実施。 
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 ふくおか地域貢献活動サポート事業 

企業からの寄附⾦の受け皿として「福岡県共助社会づくり基⾦」を設置。これを活⽤し
て、ＮＰＯ等が市町村や地域コミュニティ・企業等地域の多様な主体と協働して地域課
題の解決に取組む事業の実施に要する経費を助成（50 万円以内／１事業当たり）。 

  ＜2022 年度（令和４年度）寄附受入額＞ １，０６８万６５６円  

 主な寄附者  寄附額 希望する使途の分野 
イオングループ 5,422,788 円 分野を特定しない幅広い取組み 

九州朝日放送（株） 2,541,288 円 災害復興⽀援及び防災活動 

明治安田生命保険相互会社 1,068,500 円 県⺠の健康増進に資する活動 

大坪ＧＳＩ（株） 1,000,000 円 分野を特定しない幅広い取組み 

トヨタＬ＆Ｆ福岡（株） 648,080 円 分野を特定しない幅広い取組み 

 ＜2022 年度（令和４年度）助成対象、採択件数＞ 

   採択件数 １２件（応募総数１５件） 

◆ ⾃由提案型  ６件 
分野を問わず地域貢献活動すべて 

◆ テーマ型（災害⽀援枠）  ３件 
・豪雨の被災地⽀援活動（九州朝日放送(株)からの寄附を活⽤） 

◆ テーマ型（困難な状況にある⼦どもの⽀援枠）  ３件 
  ・困難な状況にある⼦どもたちへの⽀援活動（⻄日本電信電話(株)九州⽀店からの寄附を活⽤） 

   ※ 採択事例は 5 頁参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

寄附⾦贈呈式

サポート 
事業報告書 

【テーマ型（⼦ども）】 
東峰村と連携した大野城市における⼦ども⾷堂 
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令和 4 年度ふくおか地域貢献サポート事業 採択事例⼀覧    ４頁参考 
自由提案型（6 事業）  

採択事業名・取組概要 協議体名・構成団体 活動 
エリア 

自⽴型⾼齢者住宅推進協議体 
・特定非営利活動法⼈高齢者健康コミュニ

ティ 
・社会医療法⼈天神会 
・医療福祉経営マーケティング研究会 

自⽴型⾼齢者住宅のニーズ調査および啓蒙活
動 
・健康寿命の延伸に資する⾃⽴型高齢者住宅

のニーズ調査 
・高齢者ヘルスケアの新しいあり⽅につなが

る⾃⽴型高齢者住宅啓蒙のためのセミナー
開催 

久留⽶市 

糸島市ママトコラボ協議体 
・（⼀社）ママトコラボ 
・糸島市 ⼦育て⽀援課 

⼦育て期の⼥性による⼦育て情報発信とつな
がりづくり事業 
・糸島の⼦育て情報紙の取材・記事制作のた

め技術向上講座開催及び実践としての情報
紙制作、配布 

・講座受講者同⼠の⽀え合いの⼈間関係構築 

糸島市 

ヒーリング 
・特定非営利活動法⼈ドッグセラピージャ

パン 
・ＰＡＤＥＡＲ合同会社 
・上木月農営組合 
・上木月ボランティアの会 

知ってもらおう、創りだそう、直鞍のたまが
る 
・直鞍地区の観光資源、地域資源を掲載した

マップの制作、魅⼒発信 

直鞍地区 

障害者雇用創出コンソーシアム 
・特定非営利活動法⼈ふくおか視覚障害者

雇⽤開発推進センター 
・特定非営利活動法⼈⾥⼭を考える会 
・ＮＰＯ法⼈みんなの職場研究会 

⾞いす陸上選⼿へのグローブ提供と販売体制
の確⽴ 
・障がい者を対象とした 3D 造形技術習得の

ためのワークショップ開催 
・３Ｄプリンタを活⽤した⾞椅⼦陸上選手⽤

グローブや⾃助具の制作と販売体制の確⽴ 
・「３Ｄプリンタを使った障害者の働き⽅と

職域」をテーマとした講演会の開催 

北九州市 

那珂川市やまもも育成事業協議会 
・やまももの森プロジェクト 
・（株）南畑ぼうぶら会議 
・（株）ホーホゥ 
・福岡⼥⼦商業高等学校 
・那珂川市 都市整備部産業課 
・那珂川市商工会 
・(株)ブリッジ 
・(株)愛しとーと 
・日下部中小企業診断⼠事務所 

地域資源のやまももを育て、伝え、商品の魅
⼒を⾼める協働事業 
・耕作放棄地でのやまももの植樹・育成 
・収穫したやまももを使った商品開発・販売 
・福岡⼥⼦商業高校の生徒たちが、やまもも

の育成・収穫から商品の試作開発、マルシ
ェでの販売体験に関わりビジネス感覚を身
に着けられるプログラムの実施 

那珂川市 

⽇中児童多⽂化交流推進協議体 
・特定非営利活動法⼈劇団道化 
・ＮＰＯ法⼈習悦中⽂学校 

⽇中児童の相互理解、中国⼈・中国系児童の
⽣活⽂化向上推進事業 
・日中の児童・生徒を対象とした演劇指導の

実施 
・演劇学習の成果発表イベントの開催 

福岡市 

 

参考 
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テーマ型＜災害⽀援枠＞（3 事業）  
協議体名・構成団体 採択事業名・取組概要 活動エリア 

災
さ い

防グ
ぼ う ぐ

 
・（⼀社）Camp 
・久喜宮地域コミュニティ協議会 

変わりゆく社会で新たな防災や災害⽀援
の在り方を検討する事業 
・コロナ禍での防災を目的としたウイル

ス対策講習会や防災講座の実施 
・災害発生時に⽀援活動を実施する⼈材

を育成するための訓練の実施 

朝倉市 

防災バリアフリープロジェクト 
・大牟田市ボランティア連絡協議会 
・特定非営利活動法⼈大牟田市障害者協議会 

情報弱者にグッバイ︕「おたすけ⼿ぬぐ
い」と心のバリアフリー 
・障がい者が災害時に必要な配慮を伝え

るためのイラストをプリントした「お
たすけ手ぬぐい」を普及するための講
座や交流会を実施 

大牟田市 

キャナルプロジェクト 2.0 
・災害⽀援ふくおか広域ネットワーク（F ネッ

ト） 
・ＮＰＯ法⼈つなぎ te おおむた 
・大牟田市役所 防災危機管理室 
・大牟田市社会福祉協議会ボランティアセンタ

ー 
・飯塚市役所 総務部 防災安全課 

被災地および未災地における床下浸水対
策ノウハウ普及 
・住⺠向け床下浸水対応講座の実施 
・床下浸水への対応が困難な⽅々を⽀援

する災害⽀援⼈材育成講座の実施 

大牟田市 
飯塚市 

 
テーマ型＜困難な状況にある⼦どもの⽀援枠＞（３事業） 

協議体名・構成団体 採択事業名・取組概要 活動エリア 

スペース虹協議体 
・特定非営利活動法⼈エンパワメント福岡 
・大野城学習⽀援室・かぼちゃ 
・スペース虹 

⼦どもの居場所「スペース虹」事業 
・不登校や生活困窮の⼦どもたちに⾷

事・学習・体験等を⽀援する居場所「ス
ペース虹」の開催 

・⼦どものことで悩む親などが語る保護
者サロンの開催 

大野城市 

カルドキッチン 
・ＮＰＯ法⼈ musicGate 
・ＮＰＯ法⼈太宰府アートのたね 
・ごきげんや 
・ケイワイセツビサービス 

⼦どもと家庭と地域の循環事業 
・親⼦で参加できる演奏会や、⾷育講座、

ワークショップなどのイベント開催 
・⼦どもの居場所づくり 

福岡市 

⾥⼭で育む⼦どもの⽣き抜く⼒（ちから）プロ
ジェクト実⾏委員会 
・特定非営利活動法⼈チャイルドケアセンター 
・東峰村えんプロジェクトの会 
・筑紫⼥学園大学 大⻄ 良 研究室 
・エフコープ生活協同組合 
・⻄松建設株式会社 九州⽀社 

私を東峰村に連れてって︕⾥⼭での⽇帰
りキャンプと農業体験 
・東峰村でカボチャの収穫やヤマメの生

育観察等の⾥⼭体験を実施 
・収穫物を使った⼦ども⾷堂を大野城市

で開催 
・不登校児童を中心としたカボチャの販

売体験の実施 

大野城市 
東峰村 
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県内ＮＰＯ法⼈数、財政状況及び協働件数等の推移 
■法⼈数の推移（全国・福岡県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■財政状況 

（１）特定非営利活動に係る収入の分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（２）事業収益の分布変化 
 
 

 

 

 

 

 

 

○収入規模５００万円未満の法⼈が約６０％であり、全国（収入規模５００万円未満︓約５０％ 
R１年度国調査）に⽐べて、小規模な法⼈の割合が高い。 

○Ｈ２２年度と⽐べ R2 年度では、１千万円以上の収入を得る法⼈の割合が増加している。 

○Ｈ２２年度と⽐べ R2 年度では、１千万円以上の事業収益を得る法⼈の割合が増加している。 

全
国
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
数 

福
岡
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
数 

○Ｈ３０年１２月に、特定非営利活動促進法の施⾏（Ｈ１０年１２月）から２０年が経過。 
○福岡県ではＨ２８をピークに法⼈数が減少傾向にあり、全国でもＨ３０から減少している。 
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■協働件数等の推移 

（１）協働件数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）地域における協働の推進拠点（市町のＮＰＯ・ボランティアセンター）の設置状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

○ 県とＮＰＯの協働件数    
Ｈ２１年度 １３６件 → Ｒ３年度 １６０件 

○ 市町村とＮＰＯの協働件数  
Ｈ２１年度 １，０１５件 → Ｒ３年度 １，３４０件 

○ Ｒ２年度に新型コロナウイルス感染症の影響で件数が減少した
ものの、回復傾向にある。 

○ H21 年度から R3 年度までに新たに 13 市町が設置し、現在 24 市町で 27 センターが設置さ
れている。地域におけるＮＰＯ⽀援や協働推進の拠点の整備が着実に進んでいる。 

14
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県との協働

市町村との協働



協働実践指針
（方策の柱）

令和４年度 令和５年度 今後の課題

①協働推進に対する
理解の促進

◆ふくおか共助社会づくり表彰

・ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政などによる
優れた協働の取組を表彰

◆福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンター
・ホームページによる情報発信

◆ふくおか共助社会づくり表彰 【拡充】
・対象の拡大（ＮＰＯが主体となる取組以外も応募可能）

◇共助社会づくり情報サイトのリニューアル 【新規】
・ＮＰＯを中心としたサイトから多様な主体に協働への参画を促進するサイトに刷新
・協働マッチング機能の強化、掲載情報（事例等）の充実、アクセシビリティ対応

・NPO以外の主体への
アプローチ

・事例、情報の充実

②交流機会の創造 ◆企業向けセミナーの開催
・経済団体との連携セミナー（経営者向け）
企業とＮＰＯの協働の重要性について理解を
深める機会を提供し、企業とＮＰＯの協働の
創出を促進

・企業ＣＳＲ担当者等実務者向けセミナー
ＮＰＯから企業への協働提案の機会を提供し、
協働に関心のある企業とのマッチングを支援

◆企業向けセミナーの開催 【一部継続】
・経済団体との連携セミナー（経営者向け）

◇多様な主体を対象としたセミナーの開催 【新規】
・企業やＮＰＯ、行政、大学など多様な主体を対象に、共助社会のあり方やそれぞれに期待され
る役割、協働による課題解決について学ぶセミナー（講演、協働事例の発表）

◇先進的な社会貢献活動の現場視察やグループワークの実施 【新規】
・テーマを設定し、関心のある主体を集めて開催。
・協働の可能性を検討して、新たな協働の取組創出につなげる

・一過性の取組としない
ための工夫、仕組み

③自立と発展に向けた
ＮＰＯの活動基盤強化

◆ＮＰＯ支援事業

◆ふくおか地域貢献活動サポート事業
・企業等からの寄附を受け付け、ＮＰＯ等の協働
による地域課題解決の取組に助成

◆ＮＰＯ支援事業 【継続】
・法人の設立や運営に関する相談対応
・組織運営や資金調達に係る能力向上を図る個別支援を実施

◆ふくおか地域貢献活動サポート事業 【拡充】
・対象の拡大（ＮＰＯを主とする協議体 → 多様な主体による協議体（ＮＰＯ以外も応募可能））

・NPO以外の主体への
アプローチ

協働支援対象拡大に伴う事業の見直しについて

（１）令和５年度の県事業について

（２）今後の協働促進に向けた取組について

資料３
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ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議設置要綱 

 

（設置） 

第 1 条 協働に向けたＮＰＯ・ボランティア、企業、行政などの各主体の具体的な取り

組みを進め、各主体が協働して共助社会づくりを推進するための仕組み等について提

案し、協働を実践する上での課題解決策や先進的事例を広く発信していくことを目的

として、「ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議」（以下「実践会議」

という。）を設置する。 

 

 （審議事項） 

第２条 実践会議は、協働に向けた具体的な取組を促進するため、次の事項について審

議を行う。 

１ 協働を実践するうえでの課題とその解決方法 

２ 協働への理解促進と具体化 

３ ふくおか協働ひろばへの参加促進 

４ その他協働に向けた具体的な取組を促進するために必要な事項 

 

 （組織） 

第３条 実践会議は、委員２０名以内で構成する。 

２ 実践会議に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 委員長は、実践会議を代表し、会務を総括する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理

する。 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため就任した委員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。 

３ 委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。 

 

 （会議） 

第５条 実践会議は、委員長が必要と認めるときに開催する。 

２ 実践会議は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことが

できる。 

 

 （庶務） 

第６条 実践会議の庶務は、人づくり・県民生活部社会活動推進課において処理する。 

 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、実践会議の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年７月２０日から施行する。 

   

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議の公開又は非公開に関する規程 

 

１ 趣旨 

  この規程は、ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議（以下「実践会議」

という。）の会議の公開又は非公開を決定するにあたり、その判断基準及び公開方法につい

て定めるものである。 

 

２ 公開又は非公開の決定等 

（１）実践会議は、その検討状況を県民に明らかにすることにより、実践会議運営の透明性

の向上を図り、もって実践会議に対する県民の理解と信頼を深めるという観点に立ち、

その会議の公開に努めるものとする。 

 

（２）実践会議の会議が次のいずれかに該当する場合には、委員長は実践会議に諮って、当

該会議を非公開とすることができる。 

  ア 当該会議を公開することにより特定の個人情報が明らかになる場合 

  イ 当該会議を公開することにより、法人その他の団体の競争上の地位その他正当な利

益を害すると認められる場合 

  ウ 当該会議を公開することにより、検討に支障を生ずるおそれがある場合 

  エ その他会議を公開することにより、実践会議の公正かつ円滑な運営に支障を生ずる

おそれがあると認められる場合 

 

３ 公開の方法等 

（１）実践会議の会議の公開は、会場の規模に応じてあらかじめ傍聴定員を定め、会場に一

定の傍聴席を設けて、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。 

（２）委員長は、傍聴を希望する者が、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある

ときは、傍聴を認めないことができる。 

 

４ 会議録等 

（１）実践会議は、公開した会議の会議資料及び会議録を公開するものとする。 

（２）実践会議は、会議を非公開とする場合においても、支障のない会議資料及び会議の議

事の概要を公開するものとする。 

（３）会議録、会議資料及び議事概要の公開は、ホームページへの掲載等の方法により行う。 

（４）前項の規定により公開する会議録及び議事概要においては、発言者の氏名は明らかに

しないものとする。 

 

附 則 

 この規程は平成２２年７月２０日から施行する。 

 

 


